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令和５年４月１４日号 ②

▶対象者
　朝日町に住所がある方
▶購入方法
　①「温泉入浴利用券購入証明書」を申請します。
　　本人確認のできるもの（運転免許証・医療保険証等）をお持ちください。
　②申請は、健康福祉課またはりんご温泉、五百川温泉の２施設で行うことができます。
　③発行された証明書を各温泉施設に提示し、温泉入浴利用券を購入します。
▶証明書の種類と助成額（①～③の利用助成から一つを選べます）

※半年券（1 枚）の購入と回数券の購入を組み合わせて年間利用したい方は、りんご温泉または健康福祉課
　へご相談ください。
▶朝日鉱泉の入浴について
　令和５年度はゴールデンウィークから営業開始予定です。
▶注意事項
　助成を受けて購入した温泉入浴利用券は、本人以外使えません。
　証明書は令和６年３月末まで有効です。

▶問合せ先
　健康福祉課 保健医療係　☎６７- ２１１６

心身のリフレッシュ 健康づくりを推進します！（温泉入浴利用券購入助成）

証明書種別 入浴券金額 助成金額 助成回数

①りんご温泉年間券証明書 38,000 円 6,000 円 年 1 回

②りんご温泉半年券証明書 21,000 円 3,000 円 年 2 回

③回数券証明書（りんご温泉・五百川温泉共通）

回数券は、2 施
設合わせて月 3
セットまで

りんご温泉 回数券（11 回） 3,000 円 1,000 円

五百川温泉

大人回数券
※中学生以上（11 回） 1,500 円 500 円

小人回数券
※小学生（11 回） 1,000 円 300 円

朝日鉱泉 １回券 500 円 200 円 年間 10 回まで



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和５年４月１４日号②

野菜づくりにチャレンジしたいと考えている方、ぜ
ひ町民農園をご利用ください。
▶場　所　大谷地内（大谷小学校隣）
▶区画数　24 区画（1 区画 100㎡）
▶利用料　3,000 円

▶申込期限
　5 月 10 日（水）まで下記へ申し込んでください。

▶申込・問合せ先
　農林振興課 事業係　☎６７- ２１１４

ときめき農園（町民農園）利用者募集のお知らせ

　もうすぐ果樹の開花期を迎えます。「果樹農家」と
「養蜂家」が、お互いに連携をとりながら、農薬の使
用によるみつばちへの被害を防ぎましょう。

【農薬を使用する皆さまへ】
・開花１週間前から巣箱を撤去するまで、殺虫剤を散
  布しないようにしましょう。

・農薬使用にあたっては、みつばち飼育者に対して、
  事前に「防除計画（散布時期、時間帯、薬剤の種類等）」
  を提供するとともに、近隣のみつばち飼育の有無を
  確認しましょう。

・農薬散布の際は、時間帯や風向きに注意して作業  
   を行いましょう。

・使用農薬の「みつばち」に関する注意事項を確 
   認し、記載事項を遵守しましょう。

▶問合せ先
　農林振興課 農政係　☎６７- ２１１４

「農薬」の使用による「みつばち」への被害を防ぎましょう

　森林または、森林の周囲１㎞の範囲内にある土地
で、焼畑や害虫駆除を行うために火入れを行う際に
は許可が必要となります。

○火入れ予定の 10 日前までに許可申請書を町に提
　出してください。
　（参考様式等は農林振興課にあります。）

○許可申請書の内容を確認し、火入れ地の現況や防
　火計画等からみて、延焼のおそれがないことが認
　められた場合、火入れ許可証を責任者宛に交付し
　ます。
　（許可証の対象期間は７日間以内）

▶問合せ先
　農林振興課 事業係　☎６７- ２１１４

火入れに関する許可について

　お知らせ板は原則として毎月１日・16 日の月 2 回
発行です。（土日等に重なる場合は直前の金曜日発行）
　掲載を希望する場合は、発行日の 9 日前までに原
稿の右記へメール等で提出をお願いします。
　なお、発行日及び締切日は町ホームページに掲載
していますのでご確認ください。
　内容によっては、掲載しかねる場合もありますの
で、事前に右記へご相談ください。

▶問合せ先
　政策推進課 広報ブランド係　☎６７- ２１１２

お知らせ板の発行日及び掲載原稿の締め切りについて

◀町ホームページ「お知らせ板」
　情報掲載ページ



▶日　時
　５月 16 日（火）、17 日（水）、18 日（木）
　午前９時～午後３時（５時間×３日）
▶場　所
　河北町職業訓練センター
▶対　象
　在職者（事業主からの申込が必要です）
▶定　員
　10 名（最小開催人数６名）
▶内　容
　実用的でわかりやすい文章を作成するためのポイ
　ントを理解し、チームや組織全体の業務の効率化
　を図ります。

▶費　用
　3,300 円（税込）
▶申　込
　申込用紙を FAX でお送りください。
　締切　４月 25 日（火）
　申込用紙の請求を含めて下記まで問合せください。

▶申込・問合せ先
　ポリテクセンター山形
　生産性向上人材育成支援センター
　☎０２３- ６８６- ２００８

業務効率を向上させるワープロ活用講座のお知らせ

▶日　時
　５月 23 日（火）、24 日（水）、25 日（木）
　午前 10 時～午後３時（４時間×３日）
▶場　所
　河北町職業訓練センター
▶対　象
　在職者（事業主からの申込が必要です）
▶定　員
　10 名（最小開催人数６名）
▶内　容
　表計算ソフトについて、業務で必要となる各種用
途に応じた実習を通して、業務改善につながる活用
方法を習得します。

▶費　用
　3,300 円（税込）
▶申　込
　申込用紙を FAX でお送りください。
　締切　４月 28 日（金）
　申込用紙の請求を含めて下記まで問合せください。

▶申込・問合せ先
　ポリテクセンター山形
　生産性向上人材育成支援センター
　☎０２３- ６８６- ２００８

表計算ソフトを活用した業務改善講座のお知らせ

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。相談員が借金
の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専
門家に引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。
お気軽にご相談ください。
▶相談専用電話
　☎０２３- ６４１- ５２０１

▶場　所
　山形市緑町２- １５- ３（山形工業高校東側）
▶受　付
　月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前８時 30 分～正午、午後１時～午後４時 30 分

▶申込・問合せ先
　山形財務事務所理財課　☎０２３- ６４１- ５２０１

「借金返済に関する相談窓口」のご案内



　「皆さんがやってみたいこと」のイメージを具体的
に動かしてみませんか？
　町では、地域貢献やまちづくりに積極的に関わる
人材を生み出すようなチャレンジやアクションを応
援します。
　例えば…「新しいマルシェを開いてみたい！」
　　　　　「楽しいイベントを形にしたい！」
　　　　　「交流できる場を作りたい！」など
　どんなことでも結構です。新しいことにチャレン
ジする新規団体がスタートダッシュを切れるように
応援します！
　まずは気軽にご相談ください。

▶応援の内容
　①チャレンジ創生資金
　　（最大 40 万 / 年、3 年まで継続可能）
　②中央公民館の機能
　　（企画や運営方法の相談、施設・事務力・器具の活用）
▶募集期間
　6 月 30 日（金）
　（予算の範囲内で以降も延長受付を行う場合あり）
　※申請を受付後、内容等を精査し、概ね 20 日　
　以内に応援の可否を決定します

▶申込・問合せ先
　教育文化課 生涯学習係　☎６７- ２１１８

募集を開始します　朝日町 NEW アクション事業

　訪問理美容サービスを利用した場合の出張料に対
する助成として、１枚 2,000 円の利用券を年間最大
で３枚交付します。
▶対象者
　町内に住所を有して在宅する下記のいずれかに該当する方
　①介護保険要介護認定で要介護４以上の認定を
　　受けた方
　②重度の身体障害のために常時寝たきりの身体
　　障がい者（児）の方

▶利用業者
　町内の理美容店のみで利用可能
▶手続き方法
　介護保険証または身体障害者手帳を持参のうえ、下
　記担当窓口（役場１階）までお越しください。

▶問合せ先
　健康福祉課 福祉係　☎６７- ２１３２

令和５年度の訪問理美容サービス利用券を交付します

▶助成内容
　①１枚 620円の福祉タクシー券を年間最大で12 枚
　　交付
　②１枚1,380円の自動車燃料助成券を年間最大で６枚
　　交付
　※①②どちらかを選択
▶対象者
　町内に住所を有する下記のいずれかに該当する方
　・身体障害者手帳を所有し、視覚、下肢、体幹、
　　内部障害（心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、
　　直腸、小腸の機能障害）の１級～４級までの方
　・療育手帳を所有している方
　・精神保健福祉手帳を所有している方

▶利用業者
　町内の指定業者でのみ利用可能
▶手続き方法
　身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の
　いずれかを持参のうえ、下記担当窓口（役場１階）
　までお越しください。

▶問合せ先
　健康福祉課 福祉係　☎６７- ２１３２

令和５年度の福祉タクシー券、自動車燃料助成券を交付します


